
 

 

 令和８年度版 申請児童名 生年月日

 提出書類等確認票 

 (施設等利用給付認定申請用)

　　年 　月 　日

 　　年 　月 　日

 　　年 　月 　日

 １　確認事項 内容を確認の上、太枠内の「□」にチェックし、御署名をお願いします。

 

全
員

 提出書類に不明点がある場合は、ご家庭や職場等に問合せをすることがあります。 □

  不足書類は市の指定する締切日までに速やかに提出してください。締切日以降も書類に不備・不足

がある場合は、次回の審査対象になります。
□

  申請後、家庭状況（住所、氏名、連絡先、世帯構成等）や、保育を必要とする事由（２・３号のみ）

に変更があった場合は、認定変更希望月の前月末日までに、「子育てのための施設等利用給付認定変

更申請書(兼)申請内容変更届」を提出してください。
□

  実費徴収分(通園送迎費、食材料費、行事費等)については、施設等利用給付の対象となりません。 □

 

２
号
・
３
号
認
定
申
請
の
方

 ２・３号認定を受けるためには、保護者（父母等）それぞれが「保育を必要とする事由」に該当し、

常時（月６４時間以上）家庭での保育を行えない状況にあることが要件となります。 
 要件を満たさなくなった場合は、他の事由が新たに発生しない限り、施設等利用給付（保育に係る

ものに限る）の対象になりません。

□

  利用する幼稚園等が実施する預かり保育事業が基準(※)を満たしている場合、認可外保育施設等を

利用しても施設等利用給付の対象になりません。 
※ 平日の提供時間数が８時間以上(教育時間を含む) 又は 年間開所日数２００日以上

□

  育児休業等からの復職を前提に、就労を事由として申請をする場合は、おおむね認定開始月の翌月

１日までに復職し、同月末日までに就労証明書（復職年月日が記入され、復職済み欄にチェックがさ

れたもの）を提出してください。
□

  妊娠・出産を事由とする場合の認定期間は、出産予定日から起算して６週間前（多胎妊娠の場合は

１４週間前）の日の属する月の１日から、出産日から起算して８週間を経過する日の翌日が属する月

の末日までとなります。認定終了日までに、就労開始や育休取得等により翌月以降も保育を必要とす

ることを証明する書類を提出してください。

□

  求職活動を事由とする場合の認定期間は、事由発生日から９０日を経過する月の末日までとなりま

す。認定終了日までに就労開始することを証明する書類を提出してください。 
 また、採用内定の就労証明書を提出した場合は、就労開始後１か月以内に就労証明書（証明日が雇

用開始日以降のもの）を再度提出する必要があります。

□

  育児休業取得時の継続利用(※)を事由とする場合の認定期間は、育児休業取得に係る子が２歳を迎

える日の属する月の末日までとなります。育児休業から復職する場合は、認定終了日までに復職証明

書を提出してください。なお、復職後１か月以内に就労証明書（復職年月日が記入され、復職済み欄

にチェックがされたもの）を再度提出する必要があります。 
　※ 育休取得時に既に保育施設等を利用している子が、当該保育施設等の継続利用を必要とする場合

□

 ３
号
認
定

申
請
の
方

 市町村民税非課税世帯に該当する場合のみ、３号認定を受けることができます。 
 世帯構成等の変更、市民税の(修正)申告等により、市町村民税非課税世帯に該当しなくな

った場合は、速やかに「子育てのための施設等利用給付認定変更申請書(兼)申請内容変更届」

を提出してください。申請がない場合、職権で認定を取り消します。

□

 
【保護者(申請者)署名欄】 
※ 全ての方が記入してください

以上の記載事項について確認しました。 

　　　　年 　　月 　　日 

保護者氏名(自署)　　　　　　　　　　　　　　

 ２　提出書類 　提出する(用意した)書類の「□」にチェックしてください。 市使用欄

 
全
員

Ａ 子育てのための施設等利用給付認定申請書　　※ 児童１人につき１枚必要 □ 済・未・不

 Ｂ 提出書類等確認票(本紙) □ 済・未・不

 
２
号
・
３
号
認
定 

申
請
の
方

「保育を必要とする事由」を証明する書類 →裏面を必ず確認してください。 □ 済・未・不

 
３
号
認
定 

申
請
の
方

a：令和８年４月～８月の認定開始希望で、令和７年１月１日現在の住所地が吉川市外の方 
令和７年度住民税課税(非課税)証明書（※） 
 
b：令和８年９月以降の認定開始希望で、令和８年１月１日現在の住所地が吉川市外の方 
令和８年度住民税課税(非課税)証明書（※） 
 
※税額控除の省略がないもの 
※海外居住の場合は a：令和６年中、ｂ：令和７年中の所得を証明できる書類

□ 済・未・不

 ※ 兄弟同時申請の場合、Ａの書類以外は、原本１部＋写しの提出でも構いません。

市受付印



 ３ 「保育を必要とする事由」を証明する書類 ※ 父及び母それぞれの提出が必要です。

 事由
必要書類 

（各種証明書は、発行からおおむね１か月以内のもの）

提出状況
市使用欄

 父 母

 

就　労

居宅外労働(採用内定)

・就労証明書 □ □ 済・未・不

 ・シフト表（変則就労の方のみ） □ □ 済・未・不

 

自営・在宅勤務等

・就労証明書（※） □ □ 済・未・不

 ・仕事内容・実績が分かるもの、下記のうちいずれか１点  
自営・在宅勤務…最新の確定申告書、受注表、 

請負契約書等  
※開業１年未満の場合は開業届・営業許可証の写し可  

自 営 業協 力 者 …最 新 の確定 申 告 書 、源 泉 徴 収 票 、給

与明細(原則３か月分)

□ □ 済・未・不

 
□ □ 済・未・不

 

内　職

・内職従事・収入証明書 □ □ 済・未・不

 ・就労状況申告書 □ □ 済・未・不

 ・申告書に定める添付書類  
（仕事内容・実績が分かるもの） □ □ 済・未・不

 妊娠・出産
・母子手帳の写し 
 （氏名と分娩予定日が確認できる部分） □ □ 済・未・不

 
疾　病 
障がい

疾　病
・診断書  
 （保育が困難な状況、その期間が記載されたもの） □ □ 済・未・不

 障がい ・障害者手帳（証明欄）の写し □ □ 済・未・不

 

介　護 
看　護

要介護者等の介護

・申立書 □ □ 済・未・不

 ・スケジュール表 □ □ 済・未・不

 ・障害者手帳（証明欄）又は要介護認定証の写し □ □ 済・未・不

 

病人の看護

・申立書 □ □ 済・未・不

 ・スケジュール表 □ □ 済・未・不

 ・病人の診断書 □ □ 済・未・不

 災害復旧 ・罹災証明書 □ □ 済・未・不

 求職活動 ・求職活動申告書 □ □ 済・未・不

 

就　学

・学生証の写し又は在学証明書  
 （在学期間が記載されたもの） □ □ 済・未・不

 ・時間割表 （就学時間の分かる書類） □ □ 済・未・不

 ・スケジュール表 □ □ 済・未・不

 育児休業取得時の継続利用 ・就労証明書 （休業期間が記載されたもの） □ □ 済・未・不

 その他
・保育ができないことを証明する書類  
 （※事前に市にご相談ください） □ □ 済・未・不

 備考

 
 ＊市使用欄

 認定区分 事由 認定期間
入力

／ 
（　　　）  □１号 父 母

　　　年　　月　　日から 

　　　年　　月　　日まで
 □２号 

□３号

就労・妊出・病障・介看 
災害・求職・就学・育休 
その他（　　　　　　）

就労・妊出・病障・介看 
災害・求職・就学・育休 
その他（　　　　　　）

確認
／ 

（　　　）


